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大隅肝属広域事務組合公告 第５号 

 

 

 

電気購入に係る一般競争入札実施について 

 

大隅肝属広域事務組合（以下「組合」という。）肝属地区清掃センターで使用する電気の

購入契約に関し、下記のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（昭和22

年政令第16号）第167条の６の規定により公告します。 

 

平成30年12月11日 

 

大隅肝属広域事務組合 

管理者 中西  茂 

 

 

 

記 

（入札説明） 

 

１ 入札に付する事項 

（１）件      名  平成31年度 肝属地区清掃センターで使用する電気の購入 

（２）内      容  「肝属地区清掃センターで使用する電気の購入契約に関する仕

様書」のとおり 

（３）履 行 場 所  鹿屋市串良町下小原3893番地８ 肝属地区清掃センター 

（４）履 行 期 間  平成31年４月１日０時から 平成32年３月31日24時まで 

 

２ 入札参加資格の要件 

入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件を全て満たす者とする。  

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の４第１項各

号の規定に該当しない者であること。  

（２）令第167条の４第２項各号に規定する事実があったと認められる者にあっては、その

事実があった後３年が経過していること。  

（３）この公告の日から落札決定の日までの間において、本組合及び組合を構成する市町（鹿

屋市、垂水市、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町）から指名停止に関する規程に基

づく指名停止を受けていない者であること。  

（４）電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条の規定により許可を受けた一般送配電事

業者又は同法第27条の13の規定に基づき特定規模電気事業としての届出を行っている

ものであること。 

（５）平成31年４月１日から送電することが可能である者であること。 

（６）次のアからケまでのいずれにも該当しない者であること。  

なお、資格要件確認のため、鹿屋警察署長に照会する場合がある。  

ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。

以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）  

別紙１ 
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イ 暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）  

ウ 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員または、その

支店等若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が、暴力団

員であると認められる法人又は個人  

エ 暴力団又は暴力団員が、その経営に実質的に関与している法人又は個人  

オ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用している法人又は個人  

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、

金銭、物品その他の財産上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど、直接的

又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人又は個人  

キ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人又

は個人  

ク 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら不当な行為をするためにこ

れらを利用している法人又は個人  

ケ アからクまでに定める者の依頼を受けて入札に参加しようとする法人又は個人  

（７）納期の到来している市区町村税並びに消費税及び地方消費税を完納していること。  

（８）この契約を的確に履行できる経営の規模及び状況にあると認められること。  

 

３ 入札参加資格審査の申請の方法及び時期等 

（１）申請の方法  

所定の入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類（ア、イ、ウ、エについては、３ヶ

月以内に発行されたもの）（以下「入札参加資格申請書等」という。）を添付して、直

接又は郵便により提出するものとする。 

ただし、平成30年10月９日付け大隅肝属広域事務組合公告第４号「電気購入に係る一

般競争入札実施について」件名「平成31年度火葬場きもつき苑で使用する電力の購入」

への入札参加資格申請書等を提出された事業所について、書類の内容に変更がない場

合、本件の入札参加資格申請書及び誓約書のみ提出でよいものとする。 

ア 登記簿謄本（法人の場合に限る。写しでも可）  

イ 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者で

ないことを証する書類（個人の場合に限る。写しでも可）  

ウ 納税証明書  

（ｱ）消費税及び地方消費税について未納の税額がないことの証明（写しでも可）  

（ｲ）市区町村税（主たる営業所の所在地の市区町村税）について未納の税額がない 

ことの証明書（写しでも可）  

エ 印鑑証明書（写しでも可）  

オ 財務諸表（法人にあっては申請書を提出する直前の期末における貸借対照表及び損

益計算書、個人にあっては申請書を提出する年の前年分の所得税確定申告の写し）  

カ 電気事業法（昭和39年法律第170号）第３条の規定により許可を受けた一般送配電

事業者又は同法第27条の13の規定に基づき特定規模電気事業としての届出を行って

いるものであることを証する書面の写し  

キ 供給可能量が確認出来る書類（特定規模電気事業者のみ） 

ク 資本関係又は人的関係に関する申請書（様式１）  

ケ 誓約書（様式２）  
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（２）受付期間 平成30年12月11日(火)から平成31年１月11日(金)までの午前８時30分から

午後５時15分までとする。  

 

（３）受付場所     

大隅肝属広域事務組合事務局 

肝属地区清掃センター  

〒893－1604 

鹿屋市串良町下小原3893番地8  

電話番号 0994－63－0168 

FAX番号  0994－63－7714  

（４）入札参加資格審査申請に係る結果通知  

平成31年１月16日(水)に入札参加資格確認通知書により通知する。  

（５）入札参加資格の有効期限  

入札参加資格を取得した日から平成31年３月31日までとする。  

 

４ 質疑応答 

本入札に対する質問は文書により、次の受付場所に持参するか、郵送又はファックスに

より行うものとする。 

（１）受付場所  

前記３の（３）に同じ  

（２）受付及び回答期間 

ア 入札参加資格に関すること 

質問受付 平成30年12月25日（火）まで 

質問回答 平成31年１月７日（月） 

イ 仕様書等に関すること  

質問受付 平成31年１月18日（金）まで 

質問回答 平成31年１月23日（水） 

回答については、いずれも質問者に電子メールで行うともに、組合のホームペー

ジにおいて閲覧する。 

 

５ 入札の日程及び場所 

（１）日 時 平成31年１月30日（水）13時30分から 

（２）場 所 鹿屋市串良町下小原3893番地8 肝属地区清掃センター２階 大会議室 

※入札を辞退する場合は、入札日の午前中まで（必着）に入札辞退届を直接又は郵便

にて提出すること。 

 

６ 現場説明 

  無し 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金  

入札保証金は、大隅肝属広域事務組合契約規則第２条により準用する鹿屋市契約規則

第６条第３号の規定により免除する。  
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（２）契約保証金  

契約金額の100分の10以上（ただし、大隅肝属広域事務組合契約規則第２条により準

用する鹿屋市契約規則第35条各号の規定に該当する場合は免除） 

 

８ 予定価格 

公表しない。 

 

９ 最低制限価格 

設定しない。 

 

10 郵送又は電信による入札 

郵送又は電信による入札は、認めない。 

 

11 開札 

即時開札とする。 

 

12 入札書の記載方法 

（１）入札金額は、予定使用電力量に対応する積算内訳書12ヶ月分の総価（以下「参考総価

比較額」という。）を見積もって記載すること。 

（２）参考総価比較額には、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の

調達に関する特別措置法に基づく賦課金は含めないものとする。 

（３）力率は、仕様書に記載のとおりとして、参考総価比較額を算定すること。 

（４）落札決定に当たっては、入札書に記載された参考総価比較額に当該参考総価比較額の

100分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときはこれ

を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。  

 

13 積算内訳書の提出 

（１）入札に際して参考総価比較額の積算基礎となった積算内訳書の提出を求める。 

（２）積算内訳書には、次の単価及び料金等を記載すること。 

ア 契約電力１キロワット当たりの単価（基本料金単価） 

イ 使用電力量１キロワット当たりの単価（電力量単価） 

ウ 契約電力の毎月の基本料金及び使用月の電力量の電力量料金 

エ 参考総価比較額 

（３）積算内訳書の記載にあたっては、毎月の総料金に１円未満に端数があるときはこれを

切り捨てるものとし、その他の金額は１銭未満の端数があるときはこれを切り捨てるも

のとする。 

 

14 入札方法 

（１）入札に参加する者は、代理人をして入札させるときは、委任状を提出しなければなら

ない。  

（２）入札に参加する者又は代理人（以下「入札者」という。）は、入札書に必要な事項を

記載し、記名押印の上、氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び入札件名（「肝属
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地区清掃センターで使用する電気の購入」）を記載した封筒に入れ、入札執行者に提出

しなければならない。 

※代理人よる入札を行う場合、入札書に記載する氏名には、委任状に記載してある代

理人の氏名と住所を記載し、代理人の押印をすること。積算内訳書についても同様と

する。 

（３）入札に際しては、前記(2)の封筒に前記13の積算内訳書を同封して提出しなければな

らない。なお、当該積算内訳書にも入札者の記名押印をしなければならない。  

（４）入札者は、提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることができない。  

（５）入札者が、相連合し又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを中止すること

がある。  

 

15 入札の無効に関する事項 

次の（１）から（11）までのいずれかに該当する入札は、無効とする。  

（１）入札に参加する資格のない者のした入札  

（２）委任状を持参しない代理人のした入札  

（３）記名押印のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札  

（４）入札金額が加除訂正されている入札書による入札  

（５）入札金額以外の記載事項について訂正し、訂正事項に訂正印のない入札書による入札 

（６）同一事項について２通以上の入札書（他の代理人として提出する入札書を含む。）に

よる入札  

（７）記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書によ 

る入札  

（８）再度入札において前回の入札の最低金額以上の金額による入札  

（９）系列関係にある複数の者のした入札  

（10）入札記載金額と13に規定する積算内訳書に記載された参考総価比較額とが異なる入 

  札 

（11）その他入札に関する条件に違反したと認められる者のした入札  

 

16 落札者の決定方法 

（１）予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじ

を引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に

立ちあわない者、又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関

係のない職員にくじを引かせるものとする。  

（３）契約は、13に規定する積算内訳書に記載されている単価等で行うものとする。 

なお、消費税等が改定された場合は、その税率により算定するものとする。 

 

17 落札者がいない場合の措置 

開札をした場合において落札者がないときは、令第167条の８第４項の規定により直ち

に再度の入札を行う。ただし、入札回数は３回までとし、３回目の入札においても落札者

がないときは、地方自治法施行令第167条の２第１項第８号の規定により最低の価格を入

札した者と協議を行い、随意契約による締結とする。 
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18 契約書の案の提出 

落札者は、落札の通知を受けた日から７日以内に契約書の案を提出しなければならない。 

ただし、管理者がやむ得ない理由があると認めるときは、期日を延長することができる。 

 

19 支払条件 

（１）落札者は、毎月末の24時計量器に記録された値を読みとり、計量した使用電力量（前

月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。）を組合に通知するものとする。 

（２）組合の検収後、落札者の定める任意の様式による請求書により、電気料金の支払いを

組合に請求するものとする。 

（３）組合は、（２）の請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に電気料金を支

払うものとする。 

 

20 異議の申立て 

入札した者は、入札後、公告文、仕様書、契約書（案）等についての不明を理由として

異議を申し立てることはできない。 

 

21 その他 

入札参加者は、本公告、仕様書、契約書（案）等を熟読のうえ、入札をしなければなら

ない。 

 

 

 


